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第４章 騒音・振動・悪臭対策
(1)騒音規制法特定工場等の規制基準 （平成２４年３月３０日八女市告示第２７号）

備考

別添図面は省略し、当該図面は、八女市市民部環境課に備え置いている。

(2)特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準

（昭和 43 年 11 月厚生省・建設省告示第 1号）

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準別表第 1に規定する区域の指定

（平成２４年３月３０日八女市告示第２８号）

第 1号区域：①「特定工場等の規制基準」により第 1種区域、第 2種区域、第 3種区域に区分された地域

②「特定工場等の規制基準」により第 4種区域に区分された地域のうち、学校、保育所、病院（患者を入院させるため

の施設を有する診療所を含む。）、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね 80ｍの区域内

第 2号区域：指定地域のうち、第 1号区域以外の地域

時間の

区分

区域

の区分

午前 8時から

午後 7時まで

午前 6時から午前 8時ま

で及び午後 7時から午後

11 時まで

午後 11 時から翌日の午

前 6時まで 別添図面にお

ける区域の色

第 1種区域 50 デシベル以下 45 デシベル以下 45 デシベル以下 緑色

第 2種区域 60 デシベル以下 50 デシベル以下 50 デシベル以下 黄色

第 3種区域 65 デシベル以下 65 デシベル以下 55 デシベル以下 桃色

第 4種区域 70 デシベル以下 70 デシベル以下 65 デシベル以下 青色

基準の区分 基準値 備 考

特定建設作業の場所の敷地境界線にお

ける騒音の大きさ
８５デシベル以下

作業ができない

時間

第１号区域
午後７時から翌日の午前 7

時まで
災害、危険防止、鉄道等の運行並びに道路法及び

道路交通法に基づき夜間行うこととなっている

場合を除く。第２号区域
午後１０時から翌日の午

前６時まで

1日の作業時間

第１号区域 １０時間以内 その作業を開始した日に終わる場合、災害等によ

る緊急を要する場合及び危険防止のため行う場

合を除く。第２号区域 １４時間以内

作業の期間 連続６日以内
災害等による緊急を要する場合及び危険防止の

ため行う場合を除く。

日曜休日における作業 禁 止

災害、危険防止、鉄道等の運行並びに道路法及び

道路交通法に基づき休日行うこととなっている

場合を除く。
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(3)振動規制法特定工場等の規制基準 （平成２４年３月３０日八女市告示第３１号）

備考

別添図面は省略し、当該図面は、八女市市民部環境課に備え置いている。

(4)特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する基準

(振動規制法施行規則別表第 1)

振動規制法施行規則別表第 1付表第 1号に規定する区域の指定

（平成２４年３月３０日八女市告示第３２号）

※第 1号区域：①「特定工場等の規制基準」により、第１種区域及び第２種区域に区分された地域

③「特定工場等の規制基準」により第１種区域及び第２種区域以外に区分された地域のうち、学校、保育所、病

院（患者を入院させるための施設を有する診療所を含む。）、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲おお

むね 80ｍの区域内

第 2号区域：指定地域のうち、第 1号区域以外の地域

区 分 午前８時から午後７時まで 午後７時から翌日の午前８時まで
別添図面における区域の

色

第１種区域 ６０デシベル以下 ５５デシベル以下 緑色

第２種区域 ６５デシベル以下 ６０デシベル以下 黄色及び桃色

基準の区分 基準値 備 考

特定建設作業の場所の敷地境界線における

振動の大きさ
７５デシベル以下

作業ができない時間

第１号区域
午後７時から翌日の午前

７時まで
災害、危険防止、鉄道等の運行並びに道路法及び道

路交通法に基づき夜間行うこととなっている場合

を除く。第２号区域
午後１０時から翌日の午

前６時まで

1日の作業時間

第１号区域 １０時間以内
災害等による緊急を要する場合及び危険防止のた

め行う場合を除く。
第２号区域 １４時間以内

作業時間 連続６日以内
災害等による緊急を要する場合及び危険防止のた

め行う場合を除く。

日曜休日における作業 禁 止

災害、危険防止、鉄道等の運行並びに道路法及び道

路交通法に基づき休日行うこととなっている場合

を除く。
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(6)自動車騒音の要請限度 （平成 12年 3月 2日総理府令第 15号）

※自動車騒音の要請限度の区域の指定 （平成２４年３月３０日八女市告示第２９号）

備考

この表は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に規定する工業専用地域については適

用しない。

(7)道路交通振動の要請限度 （振動規制法施行規則・別表第 2）

区 域 の 区 分

基 準 値

昼 間

（午前 6時から
午後１０時まで）

夜 間

（午後１０時から翌日の午

前６時まで）

ａ区域及びｂ区域のうち 1車線を有する道路に面する区
域

65デシベル 55デシベル

ａ区域のうち 2車線以上の車線を有する道路に面する区
域

70デシベル 65デシベル

ｂ区域のうち 2車線以上の車線を有する道路に面する区
域及びｃ区域のうち車線を有する道路に面する区域

75デシベル 70デシベル

備考

幹線交通を担う道路に近接する区域（2車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から 15ｍ、2車線を
超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から 20ｍまでの範囲をいう。）に係る限度は、上表にかかわらず、
昼間 75デシベル、夜間 70デシベルとする。

区域の区分 指定する地域

ａ

騒音規制法（昭和４３年法律第９８号）第３条第１項の規定に基づき指定する地域（以下「指定地域」と

いう。）のうち、同法第４条第１項の規定に基づき定める時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準（以

下「規制基準」という。）により第１種区域に区分された地域

ｂ 指定地域のうち、規制基準により第２種区域に区分された地域

ｃ 指定地域のうち、規制基準により第３種区域及び第４種区域に区分された地域

時間の区分

区域の区分

昼 間

（午前 8時から午後 7時まで）

夜 間

（午後 7時から翌日の
午前 8時まで）

第 1種区域 65デシベル 60デシベル

第 2種区域 70デシベル 65デシベル

注）

区域の区分及び時間の区分は、振動規制法に基づく特定工場等の規制基準の区分と同じである。（平成２４年３月３０

日八女市告示第３１号）



100

（8）悪臭防止法に基づく規制地域及び規制内容 （平成２４年３月３０日八女市告示第３４号）

（9）県内の規制状況 （福岡県環境白書令和元年版参照）

※1 臭気指数 12 は、「何のにおいであるかがわかる弱いにおい」を表します。

※2 臭気指数 15 は、「らくに感知できるにおい」を表します。

※3 北九州市、福岡市及び久留米市については、独自に規制地域・規制基準を定めています。（全域 A区域として物質ごとに規制）

（10）特定悪臭物質の規制基準及び主要発生源

備考 ・規制値は敷地境界の規制値を記載。

・排気及び排水の規制値は、この規制値及び流量や排出口高さなどをもとに算出する。

・この表の中欄及び下欄に掲げる値は、上欄に掲げる物質の種類ごとの大気中における含有率〔単位：百万分率〕とする。

区域 規制内容

旧八女市（平成２２年１月３１日における八女市の区域をいう。）及び旧立花町（平成２２年１月３１日における八女

郡立花町の区域をいう。）
臭気指数１２

旧黒木町（平成２２年１月３１日における八女郡黒木町の区域をいう。）、旧矢部村（平成２２年１月３１日における八

女郡矢部村の区域をいう。）及び旧星野村（平成２２年１月３１日における八女郡星野村の区域をいう。）の区域

下段(３)表のＡ区

域の規制

飯塚市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、

古賀市、福津市、うきは市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、

芦屋町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂川町、太刀洗町、大任町

全域を臭気指数１２（※1）で規制

朝倉市、苅田町
Ａ区域及びＢ区域に分けて規制

(Ａ区域は臭気指数１２、Ｂ区域は臭気指数１５(※2))

直方市、水巻町、 Ａ区域及びＢ区域に分けて物質ごとに規制

上記以外の２８市町村（※3） 全域Ａ区域として物質ごとに規制

特定悪臭物質
規制値（ppm） 規制区分

においの性質 主要発生源事業場
Ａ区域 Ｂ区域 境界 排気 排水

アンモニア 1.0 2.0 ○ ○ －
し尿のようなにお

い

畜産農業、鶏糞乾燥場、複合肥料製造業、でんぷ

ん製造業、化製場、魚腸骨処理場、フェザー処理

場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等

メチルメルカプ
タン

0.002 0.004 ○ － ○
腐った玉ねぎのよ

うなにおい

クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、

ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等

硫化水素 0.02 0.06 ○ ○ ○
腐った卵のような

におい

畜産農業、クラフトパルプ製造業、でんぷん製造

業、セロファン製造業、ビスコースレーヨン製造

業、化製場、魚腸骨処理場、フェザー処理場、ご

み処理場、し尿処理場、下水処理場等

硫化メチル 0.01 0.05 ○ － ○ 腐ったキャベツの

ようなにおい

クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、

ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等二硫化メチル 0.009 0.03 ○ － ○

トリメチルアミン 0.005 0.02 ○ ○ －
腐った魚のような

におい

畜産農業、複合肥料製造業、化製場、魚腸骨処理

場、水産缶詰製造業等

アセトアルデヒド 0.05 0.1 ○ － －
刺激的な青ぐさい

におい

アセトアルデヒド製造工場、酢酸製造工場、酢酸

ビニル製造工場、クロロプレン製造工場、たばこ

製造工場、複合肥料製造工場、魚腸骨処理場等

プロピオンアルデヒ
ト

0.05 0.1 ○ ○ －

刺激的な甘酸っぱ

い焦げたにおい
塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修

理工場、印刷工場、魚腸骨処理場、油脂系食料品

製造工場、輸送用機械器具製造工場等

ノルマルブチルアルデヒ
ド

0.009 0.03 ○ ○ －

イソブチルアルデヒ
ド

0.02 0.07 ○ ○ －

ノルマルバレルアルデヒ
ド

0.009 0.02 ○ ○ － むせるような甘酸

っぱい焦げたにお

い
イソバレルアルデヒ
ド

0.003 0.006 ○ ○ －

イソブタノール 0.9 4.0 ○ ○ －
刺激的な発酵した

におい
塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修

理工場、木工工場、繊維工場、その他の機械製造

工場、印刷工場、輸送用機械器具製造工場、鋳物

工場等

酢酸エチル 3.0 7.0 ○ ○ －
刺激的なシンナー

のようなにおい
メチルイソブチルケト
ン

1.0 3.0 ○ ○ －

トルエン 10 30 ○ ○ － ガソリンのような

においキシレン 1.0 2.0 ○ ○ －

スチレン 0.4 0.8 ○ － －
都市ガスのような

におい

スチレン製造工場、ポリスチレン製造工場、ポリ

スチレン加工工場、SBR製造工場、FRP製品製造
工場、化粧合板製造工場等

プロピオン酸 0.03 0.07 ○ － －
刺激的な甘酸っぱ

いにおい

脂肪酸製造工場、染色工場、畜産事業場、化製場、

でんぷん製造業等

ノルマル酪酸 0.001 0.002 ○ － － 汗くさいにおい
畜産事業場、化製場、魚腸骨処理場、鶏糞乾燥場、

畜産食料品製造工場、でんぷん製造工場、し尿処

理場、廃棄物処分場等

ノルマル吉草酸 0.0009 0.002 ○ － － 蒸れた靴下のにお

いイソ吉草酸 0.001 0.004 ○ － －
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令和５年 八女市の１０大ニュース

４月 上陽北学園の姉妹校ワシントンミドルスクールを服部県知事訪問

７月 7 月豪雨により上陽町上横山地域等で甚大な被害

８月 寄口橋・大瀬橋・宮ケ原橋が国の登録有形文化財へ

９月 杣のふるさと文化館に「椎窓猛記念資料室ムササビ文庫」を開設

１０月
第 77 回全国茶品評会・第 40 回全国茶生産青年茶審査技術競技会において農林
水産大臣賞受賞

農林水産省「SAVOR JAPAN（農泊 食文化海外発信地域 )」に認定

八女地区総合防災訓練を 6 年ぶりに実施

１１月 八女市スーパースクール「世界自然遺産 屋久島で登山」を開催

１２月 ヤマエグループホールディングス株式会社・八女市企業立地協定締結式

出典：広報八女１月１日号


